
- 1 -

改

正

後

改

正

前

（
指
定
の
申
請
）

（
指
定
の
申
請
）

第
九
条

法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す

第
九
条

法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
経

る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
経

済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

四

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ
～
ホ

［
略
］

イ
～
ホ

［
略
］

ヘ

検
定
を
実
施
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
業
務
を
統
括
し
、
か
つ
、
当

［
新
設
］

該
業
務
に
関
す
る
指
導
及
び
教
育
訓
練
に
つ
い
て
の
権
限
及
び
責
任

を
有
す
る
者
（
ト
に
お
い
て
「
検
定
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
の

氏
名

ト

次
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
範
囲
を
限
っ
て
検
定
を
行
う
場
合
に

［
新
設
］

あ
っ
て
は
、
検
定
管
理
責
任
者
が
申
請
の
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
二

年
以
内
に
国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
（
以
下
「
研

究
所
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
る
指
定
検
定
機
関
の
検
定
に
関
す
る

講
習
を
修
了
し
た
旨
及
び
修
了
年
月
日

チ
・
リ

［
略
］

ヘ
・
ト

［
略
］

五
・
六

［
略
］

五
・
六

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
十
七
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
十
七
条
関
係
）

特
定
計
量
器

検
査
設
備

定
期
検
査
又
は
計
量
証
明
検
査
を
実

特
定
計
量
器

検
査
設
備

定
期
検
査
又
は
計
量
証
明
検
査
を
実

施
す
る
者

施
す
る
者
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名
称

性
能

条
件

人
数

名
称

性
能

条
件

人
数

質
量
計

［
略
］

少
な
く
と
も
一
般
計
量
士
一

［
略
］

質
量
計

［
略
］

少
な
く
と
も
一
般
計
量
士
一

［
略
］

名
以
上
を
置
く
も
の
と
し
、

名
以
上
を
置
く
も
の
と
し
、

皮
革
面
積
計

［
略
］

そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、

［
略
］

皮
革
面
積
計

［
略
］

そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、

［
略
］

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

こ
と
。

こ
と
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

研
究
所
の
「
短
期
計
量

二

国
立
研
究
開
発
法
人
産

教
習
」
以
上
を
修
了
し
た

業
技
術
総
合
研
究
所
（
以

者
で
、
指
定
に
係
る
実
務

下
「
研
究
所
」
と
い
う
。

経
験
が
一
年
以
上
の
者

）
の
「
短
期
計
量
教
習
」

以
上
を
修
了
し
た
者
で
、

指
定
に
係
る
実
務
経
験
が

一
年
以
上
の
者

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


